
 

（単位：百万円）

金 額 金 額

74,772 2,184,750

預 貯 金 74,772 支 払 備 金 3,574

9,300 責 任 準 備 金 2,181,176

2,136,796 161

国 債 54,808 3,684

外 国 証 券 12,739 3,434

そ の 他 の 証 券 2,069,249 未 払 法 人 税 等 8

2,833 未 払 金 2,515

保 険 約 款 貸 付 2,833 未 払 費 用 341

0 預 り 金 63

建 物 0 金 融 派 生 商 品 495

その他の有形固定資産 0 仮 受 金 10

0 152

その他の無形固定資産 0 49

1 49

428 162

15,247 2,192,394

未 収 金 9,021   

前 払 費 用 73 68,000

未 収 収 益 168 53,000

預 託 金 307 資 本 準 備 金 53,000

金 融 派 生 商 品 5,667 △74,379 

仮 払 金 5 そ の 他 利 益 剰 余 金 △74,379 

そ の 他 の 資 産 2 繰 越 利 益 剰 余 金 △74,379 

△0 46,620

365

365

  46,985

2,239,379 2,239,379

貸 倒 引 当 金

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

価 格 変 動 準 備 金

特 別 法 上 の 準 備 金

代 理 店 貸

資 本 剰 余 金

負 債 の 部 合 計

繰 延 税 金 負 債

（ 純 資 産 の 部 ）

そ の 他 資 産

有 価 証 券

コ ー ル ロ ー ン

退 職 給 付 引 当 金無 形 固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

保 険 契 約 準 備 金

代 理 店 借

再 保 険 借

現 金 及 び 預 貯 金

株 主 資 本 合 計

資 産 の 部 合 計

そ の 他 負 債

資 本 金

利 益 剰 余 金

その他有価証券評価差額金

純 資 産 の 部 合 計

負債及び純資産の部合計

貸 付 金

再 保 険 貸

平成23年度（平成24年３月31日現在）貸借対照表

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

科 目 科 目

 

 

 

 

 

 



 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

1. 有価証券の評価は、売買目的有価証券については時価法(売却原価の算定は移動平均法)、その他有
価証券については期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価の算定は移動平均法)によっており

ます。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

2. デリバティブ取引の評価は時価法によっております。 
3. 有形固定資産の減価償却は、次の方法によっております。 
(1) 平成 19年 3月 31 日以前に取得したもの   旧定率法によっております。 
(2) 平成 19年 4月 1日以降に取得したもの    定率法によっております。 
4. 外貨建資産・負債は、決算日の為替相場により円換算しております。 
5. 貸倒引当金は、資産の自己査定基準および償却・引当基準に則り、個別資産毎に回収可能性を査定
し、回収可能性に重大な懸念があると判断した金額を計上しております。また、上記以外の債権に

ついては、過去の一定期間における貸倒実績等から算出した貸倒実績率を債権額に乗じた額を計上

しております。すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、当

該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて引当を行っ

ております。 

6. 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職給付に係る会計基準（「退職給付に係る
会計基準の設定に関する意見書」平成 10 年 6 月 16 日企業会計審議会）に基づく小規模企業等にお

ける簡便法を採用し、当期末要支給額を計上しております。 

7. 価格変動準備金は、保険業法第 115 条の規定に基づき算出した額を計上しております。 
8. リース取引開始日が平成 20 年 3月 31 日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、
引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

9. 消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象
外消費税等のうち、税法に定める繰延消費税等については、前払費用に計上し 5 年間で均等償却し、

繰延消費税等以外のものについては、発生年度に費用処理しております。 

10. 責任準備金は、保険業法第 116 条の規定に基づく準備金であり、保険料積立金については次の方式
により計算しております。 

(1) 標準責任準備金の対象契約については、金融庁長官が定める方式（平成 8 年大蔵省告示第 48
号） 

(2) 標準責任準備金の対象とならない契約については、保険業法施行規則第 69 条第 4 項第 2 号ま
たは第 3号に定める方式 

なお、保険業法施行規則第 69 条第 5 項の規定による将来にわたっての健全性を確保するための責

任準備金を、追加して積み立てることとしております。これにより当年度に積み立てた金額は、

20,065 百万円であります。 

11. 当期より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第 24 号 平成 21 年
12 月 4 日)および「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適

用指針第 24 号 平成 21 年 12 月 4 日)を適用しております。また、保険業法施行規則の改正に伴

い、以下のとおり表示方法を変更しております。 

(1) 損益計算書において、従来、特別利益に表示していた貸倒引当金戻入額を、資産運用収益に含



 

めて表示しております。 

(2) 株主資本等変動計算書において、従来、前期末残高と表示していたものを当期首残高として表
示しております。 

12. 保険業法第 118 条第 1項に規定する特別勘定以外の勘定である一般勘定の資産運用は、安全性、流
動性重視の運用方針としております。この方針に基づき具体的には国庫短期証券およびコールロー

ン運用の比率を高めに維持しつつ、余裕資金の一部を中長期国債に投資しております。また、デリ

バティブ取引については、主として当社の主力商品である変額年金商品の最低保証リスクをコント

ロールする目的で活用しております。なお、主な金融商品として、有価証券、デリバティブ取引は

市場リスクおよび信用リスクに晒されておりますが、リスク管理部が一元的にこれらのリスク管理

を行っています。市場リスクおよび信用リスクの状況については、定期的にリスク管理担当役員お

よびリスク管理委員会に報告しています。 

保険業法第 118 条第 1項に規定する特別勘定資産については、特別勘定の運用方針に従い国内外の

株式および債券等の各資産を主要投資対象とする投資信託等に投資しております。 

 

主な金融資産および金融負債にかかる貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次

のとおりであります。 

（単位：百万円） 

 貸借対照表計上額 時価 差額 

(1)現金及び預貯金 74,772 74,772 - 

(2)コールローン 9,300 9,300 - 

(3)有価証券 2,136,796 2,136,796 - 

売買目的有価証券 2,099,264 2,099,264 - 

その他有価証券 37,532 37,532 - 

(4)金融派生商品 (*1) 5,172 5,172 - 

ヘッジ会計が適用されていないもの 5,172 5,172 - 

(*1)その他資産およびその他負債に計上している金融派生商品を一括して表示しております。

金融派生商品によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。 

 

(1) 現金及び預貯金、(2)コールローン  

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に近似していると考えられることから、当該帳

簿価額を時価としております。  

(3) 有価証券  

これらの時価については、期末日の市場価格等によっております。 

(4)金融派生商品  

①為替予約取引の時価については、公表されている市場金利と評価日の為替レートを使用し算出

した価格によっております。 

②株価指数オプションの時価については、取引金融機関から提示された価格によっております。 

 

なお、保険約款貸付（貸借対照表計上額 2,833百万円）については、当該貸付を解約返戻金の範囲

内に限るなどの特性により返済期限を設けておらず、将来キャッシュ・フローを合理的に見積もる



 

ことができないため、時価開示の対象とはしておりません。 

13. 有形固定資産の減価償却累計額は 501 百万円であります。 
14. 保険業法第 118 条に規定する特別勘定の資産の額は 2,140,793 百万円であります。なお、負債の額
も同額であります。 

15. 関係会社に対する金銭債務の総額は 36 百万円であります。 
16. 繰延税金資産の主な発生原因別内訳は保険契約準備金 9,981 百万円、繰越欠損金 9,106 百万円であ
りますが、これらの金額に対して評価性引当金を同額計上しており、繰延税金資産は計上しており

ません。 

繰延税金負債の発生の原因は、その他有価証券の評価差額 162 百万円であります。 

17. ｢経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律｣(平
成 23 年法律第 114 号)および「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源

の確保に関する特別措置法」(平成 23 年法律第 117 号)の公布に伴い、繰延税金負債の計算に使用

する法定実効税率を変更しております。この変更により、当期末における繰延税金負債は、28 百

万円減少しております。 

18. 貸借対照表に計上した有形固定資産の他、リース契約により使用している重要な有形固定資産とし
て電子計算機があります。 

19. 保険業法施行規則第 73条第 3項において準用する同規則第 71 条第 1項に規定する再保険を付した
部分に相当する支払備金（以下「出再支払備金」という。）の金額は 806 百万円であり、同規則第

71 条第１項に規定する再保険を付した部分に相当する責任準備金（以下「出再責任準備金」とい

う。）の金額は 411,079 百万円であります。 

20. 1 株当たりの純資産額は 34,547 円 98 銭であります。算定上の基礎である当年度末の純資産額は
46,985 百万円であり、その全額が普通株式に係るものであります。また、当年度末の普通株式の

発行済株式数は 1,360 千株であります。 

21. ストック・オプションに関する事項は、以下のとおりであります。 
（1）ストック・オプションに係る当年度における費用計上額および科目名 

事業費  14 百万円 

（2）ストック・オプションの内容 

当社の親会社である東京海上ホールディングス㈱より、当社の取締役、監査役および執行役員

に対して株式報酬型ストック・オプションが付与されており、当社は自社負担額のうち当年度末

までに発生した額を報酬費用として計上しております。 

22. 保険業法第 259 条の規定に基づく生命保険契約者保護機構に対する当年度末における当社の今後の
負担見積額は 6,315 百万円であります。なお、当該負担金は拠出した年度の事業費として処理して

おります。 

23. 金額は記載単位未満を切り捨てて表示しております。 

 

 

 



 

（単位：百万円）

金 額

113,046

21,805

18,536

3,268

53,144

300

預 貯 金 利 息 1

有 価 証 券 利 息 ・ 配 当 金 218

貸 付 金 利 息 72

そ の 他 利 息 配 当 金 8

45

105

0

52,693

38,096

1,084

36,882

129

127,990

119,302

   21,971

3,479

 　 6

　 44,578

　 206

   49,059

950

950

61

61

7,123

552

423

102

25

0

14,944

- 

196

7

181

7

7

15,140

8

8

15,148

固 定 資 産 等 処 分 損

特 別 法 上 の 準 備 金 繰 入 額

価 格 変 動 準 備 金

減 損 損 失

法 人 税 等 合 計

当 期 純 損 失

資 産 運 用 収 益

そ の 他 経 常 収 益

有 価 証 券 売 却 益

保 険 料 等 収 入

保 険 料

特 別 勘 定 資 産 運 用 益

貸 倒 引 当 金 戻 入 額

法 人 税 及 び 住 民 税

特 別 損 失

税 金

減 価 償 却 費

退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額

そ の 他 の 経 常 費 用

特 別 利 益

税 引 前 当 期 純 損 失

経 常 損 失

科 目

平成23年度　　　　　　　　　　　　損益計算書

再 保 険 料

資 産 運 用 費 用

年 金

保 険 金 等 支 払 金

再 保 険 収 入

利 息 及 び 配 当 金 等 収 入

金 融 派 生 商 品 収 益

年 金 特 約 取 扱 受 入 金

給 付 金

解 約 返 戻 金

そ の 他 返 戻 金

責 任 準 備 金 等 繰 入 額

支 払 備 金 繰 入 額

支 払 利 息

事 業 費

そ の 他 経 常 費 用

経 常 収 益

経 常 費 用

責 任 準 備 金 戻 入 額

そ の 他 の 経 常 収 益

保 険 金

平成23年４月１日から

平成24年３月31日まで

 



 

注記事項 

（損益計算書関係） 

1. 関係会社との取引による費用の総額は 31百万円であります。 
2. 有価証券売却益は全額、国債等債券によるものであります。 
3. 支払備金繰入額の計算上、差し引かれた出再支払備金繰入額の金額は 250 百万円、責任準備金戻入
額の計算上、足し上げられた出再責任準備金繰入額の金額は 30,971 百万円であります。 

4. 「金融派生商品収益」には、評価益が 46百万円含まれております。 
5. 1 株当たりの当期純損失は 15,249 円 77 銭であります。算定上の基礎である当期純損失は 15,148
百万円であり、その全額が普通株式に係るものであります。また、普通株式の期中平均株式数は

993 千株であります。 

6. 当年度における固定資産の減損損失に関する事項は、次のとおりです。 
（1）資産のグルーピング方法 

保険事業の用に供している資産について、保険事業全体で 1つの資産グループとしております。 

（2）減損損失の認識に至った経緯 

保険事業の用に供しているグループについて、将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下

回ったため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計

上しております。 

（3）特別損失に計上した固定資産の種類と減損損失額の内訳 

                                           （単位：百万円） 

減損損失 
用途 種類 場所 

建物等 

保険事業の用に供している資産 建物等 東京都品川区他 181

（4）回収可能価額の算定方法 

回収可能価額は正味売却価額により測定しておりますが、合理的な測定が困難なことから備忘

価額としております。 

7. 関連当事者との取引は以下のとおりです。 
                                      （単位：百万円） 

属性 会社等の名称 

 議決権等の 

所有(被所有)

割合 

関連当事者

との関係 
取引の内容 取引金額 科目 期末残高

親会社 
東京海上ホールデ

ィングス株式会社 

被所有 

直接 100% 

当社の経営

管理および

それに付帯

する業務 

増資の引受 40,000 - -

再保険収入 349 再保険貸 55
親会社の

子会社 

トウキョウ・マリ

ン・ブルーベル・

リ・リミテッド 

なし 
再保険取引

（注） 
再保険料 5,344 再保険借 837

取引条件および取引条件の決定方針等 

（注）再保険取引は、一般の取引条件と同様に決定しております。 

8. 金額は記載単位未満を切り捨てて表示しております。 

 


